
令和5年5月1日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 徊瑣器疾患・臆尿病等生活習憤病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実能把握と衷境整備のための研究(20FA1016〉

3. 研究者名 { flljl属部晋・職名） 医学部附屈病院・教授

（氏企・フ））ガナi 山内 敏正・ヤマウチトシマサ ，

（ 4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

有 無
末審査（※

審査済み 審査した機関
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 東京大学

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機嬰における動物実験
D ． ロ 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 • ロ ロ

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

ヽ＼ (※2)末審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に院する倫理指針」、「臨床研究に1関する倫理指針J、［ヒトゲノム・荘伝子解析研究に関する倫理指針J、 「 人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

□理教育の受講状況 卜起蒋 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設罹の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口1こチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

,ヽ



令和5年3月3日
厚生労働大臣 殿

機関名 関西電力病院

所属研究機閑長 職 名 院長

氏 名 滝 吉郎

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾1]益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名 吊環器疾患・詩尿病等生活習慨，対策総合研究宰粟

2.研究課題名 熊尿洞の実態把握と眼境整備のための研究

3.研究者名 国t屈部署：職名）関酉電力病院一届l院長

( （氏名・フリガナ）山田 祐一郎・ヤマダ ユウイチロウ／

4.倫理審査の状況
左記で該当がある場合のみ記入(※1)

該当性の有無

有 無 審査済み 審査した機関
末審査（※

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
■ 口

理指針(※3)
． 関西電力病院

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
［コ ． 口 口

等の実施に関する基本指缶
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
D ． 口 D 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2) 末審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前のf疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に院する倫理指針J、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
|―研究倫理教育の受講状況 l受講■ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOiの管理に院する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由：

当研究機関におけるCOi委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関：

当研究に係るCOIについての報告·審査の有無 有 ■ 無□（無の湯合はその理由・
,,-一

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること，
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

有□ 無 ■ （有の場合はその内容：

）

）

）

） 



（ 

（ 

厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国▽保健医療科学院長）

令和5年3月13日

機関名 埼玉医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 別所 正美

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 小児科 教授

（氏名・フリガナ） 菊池豆 ぼキクチ トオル＼

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

有 無 審査済み 審査した機関
未審査(※

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 埼玉医科大学病院 口

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
□ ． 口 口

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守ずべき（倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチニ 、ン
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、［未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理自を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針J、「ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針J、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

□芦国誓貫の受講状況 1受講■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COT についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチニックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 ■ 無□（無の場合はその理由・

有 ■ 無□（無の場合は委託先機関：

有 ■ 無□（無の場合はその理由・

有□ 無 ■ （有の場合はその内容：

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣
（菌立匠漿品全品衛生研究所長） 殿
（菌・、保饂療科学院長）

令和5年2月2 2日

機関名 国立大学法人信州大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 中村宗一郎（公印省略）

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究

、
,
｀

3. 研究者名 （所属部署・職名） 学術研究院医学系ー・教授

（氏名＇ フリガ：1一） 村田 敏規 （ムラタ トシノリJ

4. 倫理審査の状況

／ 

左記で該当がある場合のみ記入国I)
該当性の有無

未審査（：灰
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
回 ゜ 口

理指針（：炎3) i 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 回 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 回 口 ゜
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 回 口 口

咋l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる境合は「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
偲3)廃止前の［疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲJム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受溝団 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有団 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有回 無□（無の楊合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有回 無□（無の場合はその理由： 9) 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無回（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること 。



厚生労働大臣 殿
令和 5年 2月 8日

機関名 国立大学法人東北大学

所属研究機関長 職 名

氏 名

総長

大野英男

、
,
｀

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循衆器疾患・暁尿前等生1舌晋阻叩対策総合研究車業

2. 研究課題名 誼尿紀の実熊祖槻と萌界腋価のための研究

3. 研究者名 ⑤直i部齋・鹿名｝大学院医学系研究科・教授

（氏名・フリガナ）田中 哲洋・タナカ テツヒロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

未審査（※
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
乙 口

理指針(※3)

遠伝子治療等臨床研究に関する指針 口 E1 □ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 と 口 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ a 口 口

‘
‘
`

 

b※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査iこ場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針J、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に閲する倫理指針jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

ぃ究倫理教育の受講状況 1受講区 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有と 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関における CO! 委員会設置の有無 有口 無 □ （無の楊合は委託先機関・ ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有口 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有口 無 □ （有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



令和5年3月30日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名藤Jセ輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患・糠尿病等生活習慣病対策総合研究事業

楯尿病の実態把握と環境整備のための研究(20FA1016)

3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部附属病院・講師

、
,
｀

（氏名・フリガナ｝ 赤澤＿宏·アカザワ ヒロシ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． ロ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること，

その他（特記事項）

（
 

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」 、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

に究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無口（無の場合はその理由 ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関， ） 

当研究に係るco]についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導·管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること c

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること，



令和5年4月4日
厚生労働大臣 殿

‘
,
｀

 

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糠尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）大学院医学系研究科公衆衛生学教室・教授

（氏名・フリガナ）東 尚弘・ヒガシ タカ1:::ロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

未審査（※
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 口

厚生労慟省の所管する実施機関における動物実験 口 • 口 ロ
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

II 
（指針の名称： ） 

口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「 未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）.、,̀ (※2)未審査に場合は、その理由を記戟すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に閑する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対象

とする医学系研究に閑する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| I研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 末受講口

6. 利益相反の管理

当研究機閑における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機閑における COI 委員会設院の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先槻関． ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所屈する機関の長も作成すること



2023年 4月 1日
働大臣 ＇

殿
＇俎ぼ釘労！虎只j

次の職員の

所属研究機関長

機関名

戟

氏

名

名

国立研究開発法人国立がん研究センタ ー

理事長

里 空

（令和） 4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

i頭器疾患・栖尿病等生活習恨＇約対策称合研究単累

糖尿病の＿態把捏と環埋整備のための研究

（所肌剖署・職名J がん対策研究所がん登箕ギンタ ー センター長
、
,
｀ （氏名・フリガナ）東尚弘・ヒガシタカヒロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

有 無
未審査（※

審査済み 審奎した機閑
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． ロ

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 D 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 □ 

‘
,
｀

 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・逍伝子解祈研究に関する倫理指針J、 「 人を対象

とする医学系研究に閉する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

［受講■

5. 

|町究倫理教育の受謂状況

6. 利益相反の管理

未受講口 「一

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□ （無の場合はその理

由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設箇の有無 有 ■ 無□ （無の場合はその理

由： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□ （無の場合はその理



由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無■ （有の場合はその内

容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所屈，する機閑の長も作成すること。

、
,
｀

、
,
`



令和5年 3月 20日
厚生労働大臣 殿

機関名 横浜市立大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 相原道子

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活爾慣病対策稔合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実、態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （三隅部 ・ 、

心術占矢-群データサイエンス 咋ベヘルス
―ータサ エンス I

(
― 

整

（氏名・フリガナ） 後藤温＿曇ゴトウ アッシ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

有 細‘’‘‘ 
未審査(※

審査済み 審査した機関
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 横浜市立大学

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 D 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D D 
等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． Iユ 口

ヽ＼
(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有● 無 □ （無の坦合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有● 無 □ （無の場合は委託先棧関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 



令和5年2月1日
厚生労働大臣 殿

機関名 公立大学法人奈良県立医科大学

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 細井 裕司

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活酋恨病対釘t総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部公衆衛生学講座・准教授 I

（ 
（兵条•フ 2 ガナ） 駐田龍也・ノダ タッャ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． ロ

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 | 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指釘
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

: 
（指針の名称： ） 

口 ． 口 口

-（※1）―当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

‘‘̀

 

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解祈研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する｛倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講 □

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無口（無の場合はその理由． ） 

当研究機関における COi 委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容 ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する槻関の長も作成すること。



令和5年5月1日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 ＿循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）医学部附属病院•特任准教授

、
,
｀

［氏名・フリガナ） III 口策汀ー・ヤマグチ サトコ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

無
未審査（※

審蓋済み 審査した機閑
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 東京大学

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 I □
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

11 （指針の名称： ） 
lコ ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に閑する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（
 

(※2)未審究に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指釦」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労慟分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受凜 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設固の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOiについての指導・管理の有無 有口 無 ■ （有の屯合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



令和 5年 3月3 1日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立保健医療科学院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 曽根智史

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究贅の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

、
,`

3. 研究者名 （所属部署・職名）生涯健康研究部 ・ 部長

（氏名・フ））ガナ） I質山撤碩・ヨコヤマ テッジ ．I

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 価‘‘‘‘ 審査済み 審査した機関 末審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． ロ

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ． ロ ロ

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「末審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（
 

扉2)未審査に楊合は、その理由を記栽すること q

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」 ｀ 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解祈研究に開する倫理指針」、 「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する易合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由・ ） 

当研究機関における COI 委員会設罹の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る co] についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由 ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所属する樅関の長も作成すること c



令和5年3月30日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名恙井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1. 研究事業名 楯理器疾患・将尿病等生活習頃病対莱総合研究事業

2. 研究課題名 •一控尿捐の衷廊把拇と環辟整備のための研究(20FA1016)

3. 研究者名 （所展部署．I飴名） 医学部附●荊l浣・助教

（ 
（氏名・フリガナ） 笹子敬洋・ササコ タカヨシ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． ロ ． 東京大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実険
ロ ． ロ 亡l

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・ ） 
口 ． 口 口

--- ---

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり避守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

‘
‘
`

 

(※2)末審壺に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム，遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受講■ 末受講D

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先槻関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由． ） 

当研究に係る CO I についての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること．



令和5年 4 月 1 日
厚生労働大臣

温忍ー医1- 昌宮醤貫讐デ影＿殿
国立研究開発法人

機関名 国立国際医療研究センタ ー

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 國土典宏

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理
については以下のとおりです。

1. 研究事業名 婿甜器疾瓜．g託凩病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と要塊整備のための研究(20FA1016J

3. 研究者名 （所屈部局 ・ 職名）研究所糠尿病情報センク ー センター長

、
,
｀

（氏名・フリガナ）大杉満・オオスモミツル

4. 倫理審査の状況
該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無’‘‘ 審査済み 審査した機関 末審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に開する倫理 国立研究開発法人国空国際医
． 口 ．

指針(※3) 療研究センタ ー

迫伝子治療等臨床研究に憫する指針 口 ． コ D 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 ［□ 
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫迎指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． D 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委只会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

ヽ＼
(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1夏霊 ■ 未受講口 1 
6. 利益相反の管理

当研究機閉におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所凩する機関の長も作成すること，



令和5年4月5日
厚生労働大臣

鷹互晨百喜盆髯贔究所長）
ー 殿

機関名 国立大学法人筑波大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 永田 恭介

次の職員の（令和） 4年度厚生労働科学在究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

循器疾患·糖尿所等生活晋恨病対策器 合研究事器

俯尿病の実態把捐と叫境鵠備のための研究し20FA1016)

（所屈郎茫・職名）筑波大学医学医療系：ー授

（氏名・フリガナ），田宮菜奈子 ・ クミヤナナコ

4.倫理審査の状況

3.研究者名
‘,̀  

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無‘‘ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 筑波大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ■ 口 こl

原生労働省の所管する実施機関における批物実験 口 ． 口 こl等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ■ ロ ロ

、
,̀

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委旦会の審査が済んでいる場合は、 f審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「 未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 l::トゲノム・遠伝子解析研究に関する倫理指針J、 「人を対

象とする医学系研究に朋する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。
5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 l受講 ■ 未受講□

6.利益相反の管理

当研究機関における COR の管理に閑する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無口（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有口 無 ■ （有の揚合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所属する機院の長も作成すること。


